
総合評価落札方式（簡易型） 

 

上下水道局告示 第９１号 

 

入札公告 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の５第１

項の規定により、尾道市上下水道局が発注する次の業務について、一般競争入札に参加する

者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）及びその資格審査に係る申請手続などに

ついて次のとおり定めたので、令第１６７条の５の２、令第１６７条の６第１項、令第１６

７条の１０の２第６項及び尾道市上下水道局契約規程（昭和４１年水道部管理規程第１７

号）第２６条に基づき公告します。 

 

 

令和７年１２月１７日 

 

尾道市上下水道事業管理者 槙 山 博 之 

 

 

１．競争入札に付する事項 

（１）入札番号 No.２ 

（２）業務名 

御調町中央浄化センターほか汚水処理施設等包括的維持管理業務委託 

（３）履行場所 

尾道市特定環境保全公共下水道事業計画区域内 

（４）履行の内容等 

運転管理及び維持管理等業務  一式 

対象施設は次のとおり。詳細は特記仕様書を参照のこと。 

① 御調町中央浄化センター 

② 御調町東部浄化センター 

③ マンホールポンプ場（市処理区１５箇所） 

④ マンホールポンプ（上川辺処理区１１箇所） 

（５）履行期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

ただし、契約締結日から令和８年３月３１日までを業務引継期間として、受注者自ら

の費用で、現受注者からの指導・助言等を受けて業務対象施設の運転操作業務に習熟す

るための研修等を行うものとする。 

（６）落札者の決定方法 

価格その他の条件が尾道市上下水道局にとって最も有利なものをもって申込みをした

者を落札者とする総合評価落札方式（簡易型）により決定する。 

 

２．入札参加資格 

次に掲げる条件を全て満たす者で、入札参加資格の確認において、その資格があると

認められた者とする。 

（１）令和７年度から令和９年度までの尾道市物品購入等競争入札参加資格登録業者である

こと。 

（２）この業務の公告の日から契約締結日までの間のいずれの日においても、本市の指名除

外措置を受けていないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定による入札参加

制限を受けていない者であること。 



（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく更生手続開始の申立てを行ってない者（更

生手続開始の決定を受けている者を除く。）であること。 

（５）尾道市暴力団排除条例（平成２４年条例第１３号）に規定する暴力団または暴力団員

でないこと。また、暴力団の威力の利用や暴力団に利益を供与するなどの当該条例に違

反する行為がないこと。 

（６）尾道市、三原市、福山市、府中市又は世羅町のいずれかに本店又は支店を有すること。 

ただし、共同企業体で構成することも可能とする。共同企業体の構成に係る要件は以

下のとおりとする。 

① ２者以上で構成する者とする。 

② 共同企業体の代表者は、構成者のうちより大きな業務遂行能力を有する者とする。 

③ 構成員の出資比率の最小限度は３０パーセント以上とし、代表者の出資比率は、

構成員中で最大とする。 

④ いずれの構成員も、本件委託業務において、他の共同企業体の構成員となること

はできない。 

（７）施設施設処理能力（現有日最大汚水処理水量をいう。以下同じ。）が８００立方メー

トル/日以上のオキシデーションデッチ法による下水道終末処理場において、平成１４年

度以降に５年以上継続して、広島県内の地方公共団体又は地方公共団体が出資若しくは

出捐している団体から、水処理施設及び汚泥処理施設を併せた一連の施設の維持管理業

務委託（汚水処理、汚泥処理、電気等の設備を総合的に稼働させ、その状況を監視、制

御するとともに、それらの性能又は機能を常に正常な状態に維持するため、適切な点検

及び保守を行う業務）を受け、その履行実績を有すること。 

 

３．配置予定技術者等に関する要件 

次の①及び②に掲げる技術者等を配置できること。ただし、共同企業体にあっては、い

ずれかの構成員が配置できること。 

①  総括責任者(以下｢総括｣という。)は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある 

下水道法(昭和３３年法律第７９号)第２２条第２項による政令で定める資格を有す

る技術者を業務場所に専任で配置できる者であること。なお、総括は、施設処理能

力が８００立方メートル/日以上のオキシデーションデッチ法による下水道終末処理

場において維持管理業務実務経験(保守点検、運転操作・監視等)を５年以上有する

者であること。 

②  副総括責任者(以下｢副総括｣という。)は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係の 

ある下水道法第２２条第２項による政令で定める資格を有する技術者を業務場所に

専任で配置できる者であること。なお、副総括は、施設処理能力が８００立方メー

トル/日以上のオキシデーションデッチ法による下水道終末処理場において維持管理

業務実務経験(保守点検、運転操作・監視等)を３年以上有する者であること。 

 

４．業務提案書審査基準  

審査基準は、別表１「総合評価競争入札における落札者決定基準」による。 

 

５．審査結果の通知等 

業務提案書の審査結果は、下記６．今後の日程(５)の入札結果とともに通知する。 

 

６．今後の日程 

（１）一般競争入札参加資格審査 

申請書等提出期限   令和８年１月７日（水）必着 

・持参若しくは郵便（書留又は簡易書留）とする。 

①一般競争入札参加資格審査申請書（様式１－１） 

②会社概要（様式は任意でＡ４版とする。） 



③業務実績調書（様式１－２） 

④総括責任者の従事経験に関する業務実績報告書（様式２－

３）と資格を証明する書面の写し 

⑤副総括責任者の従事経験に関する業務実績報告書（様式２

－４）と資格を証明する書面の写し 

⑥共同企業体として入札に参加する場合は、「共同企業体協

定書」を添付してください。 

（２）質問受付期限     令和８年１月２１日（水）まで 

・様式１-３号を用い、文書で提出すること。 

・持参若しくはファックス又は電子メールにて提出すること。 

（３）業務提案書提出期限  令和８年２月２日（月）必着 

・様式２-１号から様式２-９号を使用すること。 

・下記（４）の入札書と同封すること。 

（４）入札書提出期限    令和８年２月２日（月）必着 

・別添所定の入札書を使用すること。 

・持参若しくは郵便（書留又は簡易書留）とする。 

（５）入札結果の通知    令和８年２月１２日（木）に通知する。 

 

７．質問書提出方法等 

この募集要項及び業務提案書の作成に関し疑義がある場合には、様式１-３号により文書

で問い合わせることとし、持参若しくはファックス又は電子メールにて受付します。 

（郵送による質問は受け付けません。ファックス又は電子メールの場合、直ちに入札担当

に到達確認の電話連絡をお願いします） 

質問書への回答は、令和８年１月２８日（水）以降、ホームページ及び尾道市上下水道

局経営総務課総務係において閲覧に供する。 

 

８．局担当窓口・各種書類提出先 

尾道市上下水道局 長江庁舎2階 経営総務課総務係 

〒722-0046 広島県尾道市長江三丁目6番52号  

ＴＥＬ： 0848-37-8700   ＦＡＸ： 0848-37-1956 

E-Mail： suido@city.onomichi.hiroshima.jp 

担当者 ： 入札担当 河野 

 

９．一般競争入札参加資格審査申請書 

（１）この募集要項により競争入札参加の意思がある法人は、令和８年１月７日(水)までに

様式１－１号（一般競争入札参加資格審査申請書）を提出すること。 

必要に応じて、様式１－２号、様式２－３号、様式２－４号を添付すること。 

（２）参加資格審査申請書を提出後に業務提案書・入札書の提出を辞退する場合には、様式

２－１０号（辞退届）を提出すること。 

業務提案書・入札書を提出後に入札を辞退する場合も、様式２－１０号（辞退届）を

提出すること。（いずれも令和８年２月２日（月）必着） 

（３）入札参加資格審査の結果については、令和８年１月１４日（水）に書面により資格審

査結果通知書を発送する。なお、入札参加資格がないと認められた者には、その理由を

併せて通知する。 

（４）入札参加資格があると認められた者以外は、この入札に参加することができない。 

 

１０．入札参加資格の喪失 

上記９により入札参加資格を有するとの決定を受けた者が、次のいずれかに該当する

ときは、入札に参加することができない。 

（１）上記２の入札参加資格の要件を満たさなくなったとき。 

（２）入札参加資格審査申請書類について、虚偽の事項を記載したとき。 

mailto:suido@city.onomichi.hiroshima.jp


１１．総合評価に関する事項 

（１）落札者の決定方法 

入札価格が予定価格の制限の範囲内である者のうちから、提出された業務提案書等に

基づき、次の「（２）の総合評価の方法」によって得られた数値（以下「評価値」とい

う。）の最も高い者を落札者として決定する。 

落札者となるべき評価値の最も高い者が２者以上あるときは、当該入札事務に関係の

ない職員にくじを引かせて落札者を決定する。 

（２）総合評価の方法 

ア 評価値の算出方法 

評価値の算出方法は次のとおりとする。 

評価値＝価格評価点＋技術評価点 

イ 価格評価点の算出方法 

価格評価点の算出方法は、次のとおりとする。 

価格評価点＝５０点×（予定価格－入札価格）／予定価格（小数第４位以下切捨て） 

ウ 技術評価点の算出方法 

業務提案書等の内容に応じ、評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。 

なお、技術評価点の満点は５０点とする。評価項目は別表１によるものとし、そ

れぞれの評価項目について評価を行い、各々評価点を算出し合計する。 

 

１２．業務提案書等 

（１）総合評価の業務提案書等に関する書類（別表２） 

ア 入札参加者は、業務提案書等を提出するものとする。 

業務提案書には、様式第２－１号～２－９号を添付すること。 

イ 提出された業務提案書等は返却しない。 

ウ 必要な業務提案書等を（２）に掲げる提出期限までに提出しない（郵便の場合は

到達しない）入札参加者による入札は無効とする。 

エ 業務提案書等に必要事項を記載していない入札参加者による入札は無効とする。 

オ 業務提案書等の内容が、明らかに他の入札参加者と同一であると認められる場

合、当該入札参加者による入札は全て無効とする。 

カ 業務提案書等の作成及び提出に要する費用は入札参加者の負担とする。 

キ 業務提案書等の作成に関する説明会は開催しない。 

（２）提出期限 

令和８年２月２日（月）必着 

（３）提出方法 

本件入札にかかる入札書に同封すること。 

注）業務提案書等は内封筒への封入は必要ありません。内封筒に封入した入札書と

ともに外封筒に入れてください。 

 

１３．入札書 

（１）様式 

入札書は、所定の様式を使用すること。 

（２）記載方法 

落札決定に当たっては、入札金額に消費税相当額及び地方消費税相当額を加算した金

額をもって落札価格とするので、入札金額には、消費税相当額及び地方消費税相当額を

加算しない金額を記載すること。（消費税課税事業者、免税事業者を問わない。） 

（３）提出期限 

令和８年２月２日（月）必着 

（４）提出方法 

持参又は郵便（書留又は簡易書留） 

（５）提出先 

上記８の申請場所 



※別紙１「尾道市上下水道局物品購入等郵便入札について」及び、 

別紙１－２「郵便入札（封筒記入例）-（尾道Ｇ）」をご覧ください。 

 

１４．開札の日時及び場所 

（１）日時 

令和８年２月３日（火）午前９時３０分 

（２）場所 

尾道市上下水道局長江庁舎２階 第３会議室 

（※入札参加業者の開札立会いはご遠慮ください） 

 

１５．契約の締結 

落札者は、落札決定の通知を受けた日から５日以内に契約を締結するものとする。 

 

１６．その他 

（１）契約手続等において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とする。 

（２）入札保証金は免除とする。 

（３）入札違約金 

落札者が指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札決定を取り消す

とともに、落札者は落札金額（落札者が落札の際に入札した金額の１００分の１１０に

相当する金額）の１００分の５に相当する金額を入札違約金として納めるものとする。 

（４）入札及び開札の延期又は中止 

天災その他やむを得ない理由により、入札及び開札を行うことができない場合は、こ

れを延期又は中止する。 

この場合における損害は、入札参加者の負担とする。 

（５）契約保証金として契約金額(落札価格)の１００分の１０以上を契約締結する際に納入

すること。 

ただし、尾道市上下水道局契約規程の免除規定に該当するときは、この限りでない。 

（６）その他 

この入札に際しては、尾道市上下水道局契約規程に従うので、その内容をよく確認す

ること。 

（７）特約事項 

ア 令和８年度以降の当該契約に係る収入支出予算の減額又は削除があった場合は、

尾道市上下水道局はこの契約を解除することができるものとする。この場合におい

て、尾道市上下水道局は何らの責めを負わないものとする。 

イ 落札者が提示した業務提案は、発注者からの指示がない限り、全て契約内容と

し、提示した業務提案書等による履行確保に関して、その責任を負うものとする。 

 

 


